
 

入善町認知症高齢者等 

個人賠償責任保険事業のご案内 

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業とは？ 

認知症の方が日常生活における偶然の事故により、他人にケガを負わせたり、物を 

壊したりすることで、法律上の損害賠償責任を負った場合に、補償額３億円を上限とし 

補償する「個人賠償責任保険」です。 

認知症は誰もがなりうる可能性があります。入善町は認知症の方やご家族が、住み 

慣れた地域で、安全・安心に暮らし続けられるように支援しています。 

家族だけで悩みを抱え込まずに、保険福祉課高齢福祉係までご相談ください。 

 
 

〈 補 償 の 例 〉 
 

 
 

〈 対象となる方 〉 …以下①～③を全て満たす方 
 
   ① 「入善町認知症高齢者等 SOS ネットワーク事業※1」に事前登録している方 

   ② 要介護認定を受けており認知症高齢者日常生自立度がⅡa以上の方※2 

   ③ 施設入所および長期入院していない方 

 

 
 
〈  費  用  〉 

 年間 1,810 円（最大）   ※加入月によって保険料は異なります。 

 

〈  申 請 方 法 〉 
 
申請書は入善町役場ホームページからダウンロードしていただくか保険福祉課担当窓口に

備え付けのものをご記入の上、ご提出ください。(１年毎に更新) 
 
 

入善町役場 保険福祉課 高齢福祉係 

TEL 0765-72-1845 

線路内に立ち入り電車
を遅延・損傷させた

自転車で他人にケガ
を負わせた

他人のものを壊して
しまった

※1 認知症高齢者等の方が行方不明になった際に、企業や事業所の協力を得て早期発見・保護につなげる仕組み 

※2 認知症高齢者日常生活自立度については、保険福祉課で確認できます。 

■お問い合わせ先 


